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臨時休講のお知らせ 

-緊急事態宣言への対応策として- 

 

 保護者の皆様には日頃より当塾に対し、深いご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 4月 17日、香川県を含めた国全体に対しての緊急事態宣言が発令されました。これを受けまして、

当塾といたしましても、新型コロナウイルス感染症のこれ以上の拡大から生徒たちや職員を守るため、

来週 20 日(月)より 5 月 6 日(水)までのすべての授業を休講とさせていただきます。 

 なお、4月 29日から 5月 5日までは当初より塾のお休みのため(3月配布の塾のカレンダー参照)、

その期間を除いた 20 日～28 日と 5 月 6 日の授業については、今年度中に振替授業を行います。

そのため、5 月以降の塾の休みにつきましては、変更となります。事態の推移を見守りながら日程を

調整いたします。ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

休講スケジュール 

日 月 火 水 木 金 土 

19 20 

休講開始 

21 22 23 24 25 

26 27 

 

28 29 30 5/1 2 

3 4 5 6 

 

7 

授業再開 

8 9 

       の部分…振替授業を行う休講日         の部分…当初よりの休講日[振替なし] 

 

休講期間中の各教室について 

 休講期間中は、本部教室も含めてすべての教室を閉鎖します。20日～25日につきましては、高瀬

本部にて職員が待機しておりますので、お問い合わせ・ご相談のある場合は、ご連絡ください。 

 

高瀬本部 電話番号：0875-72-3262 [午前 10 時～午後 8 時まで] 

 

授業再開後の対応について 

 新型コロナウイルスの感染拡大が今後も収まらない場合、生徒たち、特に受験を迎える中三生・高

三生への影響が懸念されます。これ以上の学習機会の損失を防ぐために、当塾ではネットを使って

の遠隔授業が実施できるよう準備を進めています。そのためには、ご家庭で固定回線でのインター

ネット接続環境及び、スマホ・タブレット・パソコン等が必要となります。 

 詳細につきましては、オンライン授業の実施が確定した段階で改めてご連絡いたします。 


